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　「ごみが混在しています。
分別し指定日に出して下さ
い。」という啓発シールが
貼られています。
　このほか、異なった袋で
出された場合に「指定袋で
出してください。」という
ものがあります。
　このようなルール違反ご
みは、排出した方への啓発
のため、回収せず、ごみス
テーションに留め置くこと
にしています。
　心当たりの方は、出し直
しをしてください。

　「これって何ごみ？」「どう分別したらいいの？」「わからないから適当でいいかな？」
そんなときは、お問い合わせください。
　　【朝日町、川越町組合立環境クリーンセンター　TEL ３６５―９０１７】
　　【朝日町役場　町民環境課　TEL３７７―５６５３】

●こんなシールを貼られた袋を見たことありませんか？

●ごみ出しのルールは…
・きちんと分別して指定袋で
・収集日当日の朝８時30分までに
・きめられたごみステーションに

最近、各所において‘混在ごみ’や‘指定日違反ごみ’が増えてきています。

●必ずごみ出しのルールを徹底してください！！

ごみ出しのルール守れていますか？

ルールが守られていないごみには、
シールを貼り、啓発を行っています。


